
１．事業のあゆみ

昭和 ２７ 年 １０ 月 ２２ 日 ○ 浦和保健所から町内（旧戸田町）２４ヵ所の井戸水の水質検査の結果が

でる。（適７件、不適１７件）

１２ 月 １０ 日 ○ 簡易水道関係地区保健委員会が初会合。

昭和 ２８ 年 １２ 月 １８ 日 ○ 町議会厚生医委員会が開かれ、簡易水道布設について全員賛成。

（浦和保健所長出席、今後県と連絡を取りながら布設計画を進めることと

なった。）

昭和 ２９ 年 １ 月 ４ 日 ○ 簡易水道を取り止め、上水道計画に変更する。

（県公衆衛生課長より助言あり。）

２ 月 ２２ 日 ○ 町議会上水道特別委員会が先進市（飯能、春日部、川口市、川崎市）を

～ ２６ 日 視察。

２ 月 ２７ 日 ○ 上水道布設を町議会で議決。

３ 月 ２３ 日 ○ 上水道布設事業認可申請書を県に提出。

５ 月 ２５ 日 ○ 上水道布設事業認可申請書を国（厚生大臣、建設大臣）へ提出。

１０ 月 ８ 日 ○ 上水道布設計画、厚生大臣より認可（玉衛第６５９号）される。

【上水道布設計画の概要】

・ 昭和４６年度

・ ２０，０００人

・ １日最大 ㎥

１日平均 ㎥

１人１日最大 ℓ

１人１日平均 ℓ

・ 戸田町一円

・ １０５，０００千円

・ 昭和２９年度から昭和３１年度まで

　 　 ○ 浄水場（現東部浄水場）の水源地実地調査。

　 １１ 月 ２４ 日 ○ 上水道申込受付開始。

　 　 　 （初年度工区内の区長、保健委員に説明を開く。）

昭和 ３０ 年 ３ 月 １５ 日 ○ 戸田町保健課で水道業務開始。

４ 月 　１ 日 ○ 水道課を新設。

○ 給水条例（条例第２５号）公布、施行。

６ 月 ９ 日 ○ 給水装置工事申請書第１号受理。

７ 月 １ 日 ○ 川口市から原水の供給を受け下戸田地区３５０戸に給水開始、水道料金

は、暫定料金として川口市の１０％上乗せした金額とする。

（市境に受水用メーターを設置）

【料金表（１ヵ月につき）】

・

・

１１ 月 ２１ 日 ○ 浄水場（現東部浄水場）用地（３，６５６．１７㎡）取得。

１８０

工場その他大口用

家 事 用 ８㎥

２，４００

事 業 費

計 画 給 水 人 口

計 画 給 水 量

計 画 給 水 区 域

２２円

計 画 目 標 年 次

１２０

工 期

３，６００

２０㎥

１７円

３８５円

１㎥につき

１㎥につき

１３２円
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昭和 ３１ 年 ２ 月 ２５ 日 ○ 浄水場（現東部浄水場）起工式。

８ 月 １０ 日 ○ 第１水源井戸（現東部浄水場敷地内）完成。 （口径300mm、深さ230ｍ）

８ 月 １３ 日 ○ 浄水場運転開始。

　 ○ 川口市からの原水受水廃止。

昭和 ３２ 年 ４ 月 １５ 日 ○ 浄水場（現東部浄水場）に配水池完成、４５０㎥×２池。

７ 月 ２０ 日 ○ 戸田町と美笹村が合併、戸田町となる。

昭和 ３３ 年 ４ 月 １ 日 ○ 水道料金改定（主に端数調整）。

【料金表（１ヵ月につき）】

・

４ 月 １８ 日 ○ 第２水源井戸（中町２丁目）完成。 （口径300mm、深さ215ｍ）

１１ 月 ９ 日 ○ 蕨町（現蕨市）下蕨地区(２４３戸、１，１９５人）に給水開始。

昭和 ３４ 年 ３ 月 ○ 上水道竣工式。

昭和 ３５ 年 ８ 月 ３ 日 ○ 第３水源井戸（下戸田１丁目）完成。 （口径300mm、深さ218ｍ）

１２ 月 １６ 日 ○ 第１次拡張事業計画変更認可申請。

１２ 月 １９ 日 ○ 第１次拡張事業計画変更について、議会において議決。

１２ 月 ２８ 日 ○ 第１次拡張事業計画変更について、厚生大臣認可。

【計画の概要】

・ 昭和４５年度

・ ４０，０００人

・ １日最大 ㎥

１日平均 ㎥

１人１日最大 ℓ

１人１日平均 ℓ

・ 戸田町全域（堤外地を除く）。

・ ７２，３００千円

・ 昭和３６年度から昭和３９年度まで

１２ 月 ○ 下蕨地区への給水を蕨市へ切替えたため廃止する。

昭和 ３６ 年 ３ 月 ○ 拡張工事に着手。

昭和 ３７ 年 ９ 月 ４ 日 ○ 浄水場（現東部浄水場）に配水池完成。７２０㎥×２池。

１２ 月 ２２ 日 ○ 第２次拡張事業計画変更について、議会において議決。

１２ 月 ２４ 日 ○ 第２次拡張事業計画変更認可申請。

昭和 ３８ 年 １ 月 ４ 日 ○ 西部浄水場起工式。

１ 月 ７ 日 ○ 第２次拡張事業計画変更について、厚生大臣認可。

【計画の概要】

・ 昭和５０年度

・ ５４，０００人

・ １日最大 ㎥

１日平均 ㎥

１人１日最大 ℓ

１人１日平均 ℓ

２０円

６，８８０

計 画 給 水 人 口

計 画 給 水 量 ８，５２０

２３７

３０７

１㎥につき

事 業 費

家 事 用 ８㎥

計 画 給 水 区 域

計 画 目 標 年 次

２１３

１７２

１５０円

計 画 給 水 量 １６，５８０

１２，８００

計 画 給 水 人 口

工 期

計 画 目 標 年 次
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・ 戸田町全域（堤外地を除く）。

・ ２７０，０００千円

・ 昭和３６年度から昭和４１年度まで

４ 月 １ 日 ○ 水道事業特別会計から公営企業会計（財務）に移行。

５ 月 ３１ 日 ○ 西部浄水場に１基目の配水池完成。１，６４９㎥×１池。

○ 第４水源井戸（西部浄水場内）完成。 （口径350mm、深さ250ｍ）

７ 月 １ 日 ○ 建築物地下水の採取の規制に関する法律に基づく地下水汲み上げ規制

地域に指定される。

７ 月 １０ 日 ○ 西部浄水場完成。落成式挙行。

８ 月 １０ 日 ○ 西部浄水場運転開始。

９ 月 ５ 日 ○ 埼玉県営中央第一水道供給事業計画について、会議が開かれる。

昭和 ３９ 年 ３ 月 ５ 日 ○ 第５水源井戸（笹目１丁目）完成。 （口径350mm、深さ250ｍ）

１０ 月 ３０ 日 ○ 西部浄水場に２基目の配水池完成。１，６４９㎥×１池。

昭和 ４０ 年 ２ 月 ２０ 日 ○ 第６水源井戸（喜沢南１丁目）完成。 （口径350mm、深さ230ｍ）

９ 月 １５ 日 ○ 第７水源井戸（笹目南町）完成。 （口径350mm、深さ253ｍ）

１０ 月 ６ 日 ○ 第３次拡張事業計画変更について、議会において議決。

１２ 月 ２０ 日 ○ 第３次拡張事業計画変更認可申請。

昭和 ４１ 年 １ 月 ７ 日 ○ 第３次拡張事業計画変更について、厚生大臣認可。

【計画の概要】

・ 昭和４５年度

・ ７７，６００人

・ １日最大 ㎥

１日平均 ㎥

１人１日最大 ℓ

１人１日平均 ℓ

・ 戸田町全域（堤外地を除く）。

・ ６５１，５６４千円

・ 昭和４１年度から昭和４２年度まで

１ 月 ３１ 日 ○ 第８水源井戸（笹目３丁目）完成。 （口径350mm、深さ231ｍ）

３ 月 ３１ 日 ○ 西部浄水場用地（８，９８８㎡）を取得。

４ 月 １ 日 ○ 中部浄水場用地（２，３２２㎡）を取得。

１０ 月 １ 日 ○ 市制施行。

○ 組織改正により水道課から水道部となる。

１部、２課（業務課、施設課）制となる。

１０ 月 ２７ 日 ○ 水道庁舎兼中部浄水場（地上３階建）、地下配水池の工事関係予算を臨

時市議会へ提出。財源に難があるため議案を撤回。

１２ 月 ２１ 日 ○ 水道庁舎兼中部浄水場（地上３階建）建設について、地下配水池を計画

から削除した工事請負契約を議会へ提出し、可決される。

昭和 ４２ 年 １ 月 １２ 日 ○ 水道庁舎兼中部浄水場建設工事起工式。

４ 月 １ 日 ○ 地方公営企業法の改正により、全部適用（法定）となる。

２５２

計 画 給 水 区 域

事 業 費

計 画 給 水 量 ３２，６００

１９，５５０

４２０

計 画 給 水 区 域

事 業 費

工 期

計 画 給 水 人 口

計 画 目 標 年 次

工 期
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６ 月 １ 日 ○ 第９水源井戸（中部浄水場内）完成。 （口径300mm、深さ240ｍ）

６ 月 ３０ 日 ○ 第１０水源井戸（笹目１丁目）完成。 （口径300mm、深さ230ｍ）

１１ 月 ３０ 日 ○ 水道庁舎兼中部浄水場完成。

１２ 月 １ 日 ○ 水道庁舎兼中部浄水場落成式挙行。

１２ 月 ４ 日 ○ 水道庁舎兼中部浄水場に水道部移転、業務開始。

昭和 ４３ 年 １ 月 １ 日 ○ 隔月検針及び集金実施。（昭和４２年１０月定例市議会で条例を改正）

２ 月 １９ 日 ○ トップ会談により、埼玉県営中央第一水道からの供給単価が１㎥当たり

１１円に決定。

３ 月 ２５ 日 ○ 中部浄水場配水池完成、１，８００㎥×２池。

３ 月 ３１ 日 ○ 中部浄水場拡張計画用地（１，２１８㎡）を取得。

４ 月 １ 日 ○ 給水装置新設分担金制度施行。

・ 口径１３mm　５，０００円、２０mm　７，５００円ほか。

４ 月 １ 日 ○ 集金業務を金融機関へ委託。

○ 料金計算及び納入通知書作成業務を民間計算センターへ委託。

○ 中部浄水場で県水（埼玉県営中央第一水道）受水開始。

（日量５，６００㎥、受水単価１㎥当たり１１円）

１０ 月 ２８ 日 ○ 昭和４６年度から昭和５０年度までの用水供給事業について、県知事と

協定を締結。

昭和 ４４ 年 ３ 月 ２０ 日 ○ 水道部公舎、東部浄水場内に完成、２階建１棟４戸。

４ 月 １ 日 ○ 昭和４４年度県水承認水量を５，６００㎥／日とする。

昭和 ４５ 年 ４ 月 １ 日 ○ 昭和４５年度県水承認水量を１０，０００㎥／日とする。

１１ 月 １３ 日 ○ 県企業局より、県水の供給単価を１１円から２１円に改定案が示されるも

決定に至らず。

昭和 ４６ 年 ３ 月 ２５ 日 ○ 水道料金納付書制度採用。

４ 月 １ 日 ○ 昭和４６年度県水承認水量を１２，０００㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、１５，０００㎥／日。

４ 月 １８ 日 ○ 隔測メーターによる集合住宅への戸別検針開始。

７ 月 ９ 日 ○ 西部浄水場で県水受水開始。コンクリート製配水池を使用。

１２ 月 ２２ 日 ○ 第二期拡張事業計画変更について、議会において議決。

昭和 ４７ 年 ３ 月 ２３ 日 ○ 第二期拡張事業計画変更認可申請。

３ 月 ３１ 日 ○ 第二期拡張事業計画変更について、厚生大臣認可。

【計画の概要】

・ 昭和５０年度

・ １０９，０００人

・ １日最大 ㎥

１日平均 ㎥

１人１日最大 ℓ

１人１日平均 ℓ

・ 戸田市全域（堤外地を除く）。

・ ７１９，０００千円

・ 昭和４７年度から昭和５０年度まで

事 業 費

工 期

計 画 目 標 年 次

計 画 給 水 人 口

計 画 給 水 量

計 画 給 水 区 域

７２，４８５

４２，６４９

５９５

４７６

- 4 -



４ 月 １ 日 ○ 昭和４７年度県水承認水量を１３，０００㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、１６，０００㎥／日。

○ 県水供給単価が１㎥当たり１５円となる。

１２ 月 ２５ 日 ○ 西部浄水場に管理棟その他付属施設建設工事に着手。

○ 西部浄水場鋼板製配水池工事着手、７，５００㎥×２池。

昭和 ４８ 年 ３ 月 ２９ 日 ○ 水道料金改定（議会議決）。用途別逓増制料金採用。

料金改定率５７．９９％、家事用改定率２４．５１％。

４ 月 １ 日 ○ 新料金実施。

○ 昭和４８年度県水承認水量を１４，０００㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、１８，０００㎥／日。

８ 月 １ 日 ○ 市役所機構改革。水道部は、１部２課８係となる。

１１ 月 ３０ 日 ○ 西部浄水場鋼板製配水池完成。７，５００㎥×２池。

昭和 ４９ 年 ２ 月 ８ 日 ○ 西部浄水場鋼板製配水池受水（４，４００㎥／日）開始。

２ 月 １０ 日 ○ 西部浄水場管理棟、その他付属施設完成。落成式挙行。

３ 月 ３０ 日 ○ 西部浄水場鋼板製配水池建設に伴うテレビ共聴アンテナ完成。

４ 月 １ 日 ○ 昭和４９年度県水承認水量を２０，５００㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、２７，０００㎥／日。

○ 検針業務民間委託実施。

昭和 ５０ 年 ４ 月 １ 日 ○ 昭和５０年度県水承認水量を２７，０００㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３１，０００㎥／日。

９ 月 １９ 日 ○ 水道料金、分担金改定（議会議決）。

料金改定率４４．５６％、家事用改定率５４．０４％。

１０ 月 １ 日 ○ 県水供給単価１㎥当たり２０円５０銭となる。

１１ 月 １ 日 ○ 新料金、分担金制実施。

昭和 ５１ 年 ４ 月 １ 日 ○ 昭和５１年度県水承認水量を２９，９６１㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３４，０００㎥／日。

○ 県水供給単価１㎥当たり２２円となる。

１２ 月 １０ 日 ○ 第二期拡張事業計画変更について、議会において議決。

１２ 月 ２７ 日 ○ 第二期拡張事業計画変更認可申請。

昭和 ５２ 年 ２ 月 ２８ 日 ○ 第二期拡張事業計画変更について、厚生大臣認可。

【計画の概要】

・ 昭和５５年度

・ ８０，０００人

・ １日最大 ㎥

１日平均 ㎥

１人１日最大 ℓ

１人１日平均 ℓ

・ 戸田市全域（堤外地を除く）。

・ ２，０４９，４１６千円

・ 昭和５１年度から昭和５５年度まで

事 業 費

工 期

計 画 目 標 年 次

計 画 給 水 人 口

５６，０００

４０，８００

計 画 給 水 量

計 画 給 水 区 域

５１０

７００
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４ 月 １ 日 ○ 昭和５２年度県水承認水量を３０，９９１㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３７，０００㎥／日。

１０ 月 ２０ 日 ○ 日水協県支部南部地区（１２事業体）災害相互援助協定（覚書）を締結。

昭和 ５３ 年 ４ 月 １ 日 ○ 県営第一水道、東部第一水道、西部第一水道の三水道を統合、県広域

第一水道となる。

○ 昭和５３年度県水承認水量を３１，９６９㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３９，０００㎥／日。

○ 県水供給単価１㎥当たり３０円となる。

○ 水道料金、財務会計システム開発開始。

８ 月 １ 日 ○ 県広域第二水道供給開始する。

昭和 ５４ 年 ４ 月 １ 日 ○ 昭和５４年度県水承認水量を３２，５００㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、４０，０００㎥／日。

○ 県水供給単価１㎥当たり３３円となる。

昭和 ５５ 年 ４ 月 １ 日 ○ 昭和５５年度県水承認水量を３４，０７４㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３６，６９０㎥／日。

○ 水道料金、財務会計システム稼働開始。

昭和 ５６ 年 ３ 月 ２８ 日 ○ 水道料金、分担金改定（議会議決）。

料金改定率４６．３％、家事用改定率２４．９％。

４ 月 １ 日 ○ 新料金、分担金制実施。

４ 月 １ 日 ○ 昭和５６年度県水承認水量を３４，９００㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３９，７００㎥／日。

○ 県広域第一水道内の旧県営第一水道、旧東部第一水道、旧西部第一水

道への供給単価が１㎥当たり３９円に統一される。

昭和 ５７ 年 ４ 月 １ 日 ○ 昭和５７年度県水承認水量を３１，０００㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３７，７００㎥／日。

１０ 月 １ 日 ○ 水道部の事務室を水道庁舎より市役所本庁舎へ移転。

昭和 ５８ 年 ４ 月 １ 日 ○ 昭和５８年度県水承認水量を３１，０００㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３６，８００㎥／日。

昭和 ５９ 年 ４ 月 １ 日 ○ 昭和５９年度県水承認水量を３２，５００㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３６，８００㎥／日。

○ 県水供給単価１㎥当たり４２円となる。

昭和 ６０ 年 ４ 月 １ 日 ○ 昭和６０年度県水承認水量を３２，７００㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３６，０００㎥／日。

○ 水道料金、財務会計システム漢字処理稼働。

昭和 ６１ 年 ４ 月 １ 日 ○ 昭和６１年度県水承認水量を３３，２００㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３５，４００㎥／日。

昭和 ６２ 年 ４ 月 １ 日 ○ 昭和６２年度県水承認水量を３３，２００㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３５，４００㎥／日。
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昭和 ６３ 年 ４ 月 １ 日 ○ 昭和６３年度県水承認水量を３３，２００㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３５，４００㎥／日。

○ 県水供給単価１㎥当たり４７円となる。

１２ 月 １５ 日 ○ 第三期拡張事業計画変更について、議会において議決。

平成 元 年 ２ 月 ２７ 日 ○ 第三期拡張事業計画変更認可申請。

３ 月 １７ 日 ○ 第三期拡張事業計画変更について、厚生大臣認可。

【計画の概要】

・ 平成７年度

・ ９３，０００人

・ １日最大 ㎥

１日平均 ㎥

１人１日最大 ℓ

１人１日平均 ℓ

・ 戸田市全域（堤外地を除く）。

・ ３，３２８，０００千円

・ 平成元年度から平成７年度まで

４ 月 １ 日 ○ 消費税３％施行。

○ 平成元年度県水承認水量を３５，１１０㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３７，３１０㎥／日。

○ 消費税が付加されたため、県水供給単価1㎥当たり４８円４１銭となる。

平成 ２ 年 ３ 月 １５ 日 ○ 中部浄水場配水池に有機塩素化合物（トリクロロエチレン）除去装置設

置。（対象井戸：東中部浄水場水源である１，３，９号井戸）

４ 月 １ 日 ○ 平成２年度県水承認水量を３６，６１０㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３９，１１０㎥／日。

平成 ３ 年 １ 月 １ 日 ○ 県水受水各団体課税消費税税率３％を１．５％とする。

○ 県水供給単価１㎥当たり４７円７０銭となる。

３ 月 ２２ 日 ○ 東部、中部、西部の各浄水場の運転管理を西部浄水場で集中監視する

「浄水場集中監視制御整備工事」を債務負担行為により着手。

４ 月 １ 日 ○ 平成３年度県水承認水量を３８，８８０㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３９，１１０㎥／日。

○ 県広域第一水道供給事業と県広域第二水道供給事業が統合され、水道

用水供給事業となる。

８ 月 ２９ 日 ○ 県水供給単価改定案示される。

・ 旧広域第一水道：５９円８２銭

・ 旧広域第二水道：８６円７９銭

１２ 月 ２０ 日 ○ 県議会において県水供給単価改定案が議決される。

・ 旧広域第一水道：５９円１３銭

・ 旧広域第二水道：８６円１０銭

計 画 目 標 年 次

５００

事 業 費

工 期

４６，５１６

６４５

計 画 給 水 区 域

６０，０００

計 画 給 水 人 口

計 画 給 水 量

- 7 -



平成 ４ 年 ３ 月 １６ 日 ○ 浄水場集中監視制御整備工事が完了、運転開始。

３ 月 ２７ 日 ○ 水道料金改定（議会議決）、６月１日より実施。

口径別料金制採用。基本水量、量水器使用料廃止。

平均料金改定率３５．８４％

４ 月 １ 日 ○ 平成４年度県水承認水量を３９，４００㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３９，６３０㎥／日。

○ 県水供給単価１㎥当たり５９円１３銭となる。

○ 西部浄水場運転管理業務委託開始。

５ 月 ２９ 日 ○ 西部浄水場において集中監視制御装置の始動式挙行。

６ 月 １ 日 ○ 新料金制実施。

平成 ５ 年 ３ 月 １５ 日 ○ 浄水場末端局遠方監視設備を早瀬公園、喜沢中学校の２ヵ所に設置。

４ 月 １ 日 ○ 平成５年度県水承認水量を４０，８００㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、４４，４００㎥／日。

平成 ６ 年 １ 月 ２４ 日 ○ 新電算システム始動式挙行。

２ 月 １ 日 ○ 水道部独自電算システムに移行。

２ 月 １５ 日 ○ 浄水場末端局遠方監視設備を番匠免公園、後第二公園の２ヵ所に設置。

３ 月 ４ 日 ○ 第四期拡張事業計画を議会において議決。

３ 月 ２８ 日 ○ 第四期拡張事業計画認可申請。

３ 月 ３１ 日 ○ 第四期拡張事業計画厚生大臣認可（厚生省生衛第４００号）

【計画の概要】

・ 平成１２年度

・ １０７，０００人

・ １日最大 ㎥

１日平均 ㎥

１人１日最大 ℓ

１人１日平均 ℓ

・ 戸田市全域

・ ７，５６６，０００千円

・ 平成６年度から平成１２年度まで

４ 月 １ 日 ○ 平成６年度県水承認水量を３８，４８８㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、４１，７００㎥／日。

平成 ７ 年 ４ 月 １ 日 ○ 平成７年度県水承認水量を３８，３８２㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、４１，７００㎥／日。

○ 配水管布設及び更新工事において、耐震性を考慮し、Ｓ形、ＳⅡ形の配

水管を採用。

○ 公道部分の給水管にステンレス管を採用。

７ 月 １９ 日 ○ 石綿管更新事業計画を策定。

平成８年度から平成１７年度までの１０ヵ年計画について、市長決裁。

・ ６０ｋｍ

・ ６６億円

・ 高耐震性ダクタイル鋳鉄管へ更新

工 期

内 容

計 画 給 水 量

４９４

５２，８５０

石綿管総延長

総 事 業 費

計 画 給 水 区 域

計 画 目 標 年 次

事 業 費

５９５

計 画 給 水 人 口

６３，７００
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１２ 月 ２０ 日 ○ 水道料金、分担金、手数料改定（議会議決）。

平成８年４月１日より改定。

水道料金平均改定率　　　２５．７％

平成 ８ 年 ４ 月 １ 日 ○ 水道料金及び分担金改定。

○ 平成８年度県水承認水量を３７，４８９㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、４０，８００㎥／日。

７ 月 ３ 日 ○ 東部浄水場第一期改築工事を２ヵ年継続事業により着手。

・ 本体工事 配水池築造（ＰＣ ７，５００㎥　１基）、管理棟建築等

・ 機械、電気計 次亜注入設備、配水ポンプ設備、電気計装設備

装設備工事

○ 東部浄水場第一期改築工事に伴う主要配水幹線布設工事を開始する。

９ 月 ２５ 日 ○ 埼玉県水道用水供給事業

戸田東部支線南町工区送水管布設工事

・ 既設幹線川口Ⅰ系φ７００mmと戸田市東部浄水場を結ぶ

戸田東部支線は、戸田市中町２丁目地先戸田市東部浄

水場を発進立坑とし、川口市芝中田１丁目地先道路緑

地を到達立坑とする長距離シールド工事

・ ２，５８９．６ｍ

・ 平成８年９月２５日から平成１１年１０月８日まで

平成 ９ 年 ３ 月 ２４ 日 ○ 県議会において県水供給単価改正案が議決される。

・ 平成９・１０年度 ５７円４１銭×１．０５＝６０．２８

・ 平成１１年度～ ６１円７８銭×１．０５＝６４．８６

３ 月 ２７ 日 ○ 消費税法等改正に伴う水道料金、分担金改定（議会議決）。

・ 水道料金は平成９年６月１日から改定（消費税引上相当分２％）

・ 分担金は平成９年４月１日から改定（　　　　　　　〃　　　　　　　）

４ 月 １ 日 ○ 平成９年度県水承認水量を３８，２３７㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、４１，３００㎥／日。

平成 １０ 年 ３ 月 ６ 日 ○ 水道法改正に伴い、給水条例を一部改正（議会議決）。

指定給水装置工事事業者規程を制定（Ｈ１０．４．１施行）。

３ 月 １１ 日 ○ 東部浄水場第一期改築工事竣工式挙行。

４ 月 １ 日 ○ 平成１０年度県水承認水量を３８，６４７㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、４１，３３２㎥／日。

○ 東部浄水場で県水受水開始。

平成 １１ 年 １ 月 １ 日 ○ 上・下水道料金のコンビニエンスストア収納事務を開始。

２ 月 １ 日 ○ 水道部電算システム機種入れ替え。

４ 月 １ 日 ○ 平成１１年度県水承認水量を３６，０１０㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３８，７０２㎥／日。

１０ 月 １ 日 ○ 水道広報紙「みずのめぐみ」第１号創刊。

平成 １２ 年 ４ 月 １ 日 ○ 平成１２年度県水承認水量を３６，１６１㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３８，８４２㎥／日。

６ 月 １ 日 ○ 給水台帳システムを導入。

工 期

工事延長

工事概要
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７ 月 ８ 日 ○ 東部浄水場自家用発電機等設置事業を２ヵ年継続事業により着手。

・ 自家用発電機設備工事 発電機　　５００ＫＶＡ　　６．６ＫＶ

・ 管理棟増築工事 非常用発電機室の増築　　９６．５２㎡

１２ 月 １３ 日 ○ 第五期拡張事業計画を議会において議決。

平成 １３ 年 ３ 月 １２ 日 ○ 第五期拡張事業計画認可申請。

３ 月 ３０ 日 ○ 第五期拡張事業計画厚生労働大臣認可（厚生労働省発健第２９８号）。

【計画の概要】

・ 平成２２年度

・ １３０，０００人

・ １日最大 ㎥

１日平均 ㎥

１人１日最大 ℓ

１人１日平均 ℓ

・ 戸田市全域

・ １０，９５５，０００千円

・ 平成１３年度から平成２２年度まで

４ 月 １ 日 ○ 平成１３年度県水承認水量を３６，４２９㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３９，１１３㎥／日。

○ 中部浄水場で県水受水開始。

８ 月 ８ 日 ○ 東部浄水場自家用発電設備工事及び管理棟増築工事竣工。

平成 １４ 年 ４ 月 １ 日 ○ 平成１４年度県水承認水量を３６，００９㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３８，６９３㎥／日。

１２ 月 １３ 日 ○ 水道法改正に伴い、給水条例を一部改正（議会議決）。

貯水槽水道の管理に関し、市及び設置者の責務を定める。

平成 １５ 年 ４ 月 １ 日 ○ 水道料金事務委託実施。

○ 配水管布設及び更新工事において、耐震性、経済性を考慮しS形、SⅡ

形配水管に代えて改良型であるNS形配水管を採用。

○ 平成１５年度県水承認水量を３３，６６５㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３６，３６３㎥／日。

平成 １６ 年 ３ 月 １２ 日 ○ 西部浄水場次亜塩素注入設備導入。

４ 月 １ 日 ○ 水道部電算システム更新。

○ 平成１６年度県水承認水量を３２，７５３㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３５，４５３㎥／日。

平成 １７ 年 １ 月 ５ 日 ○ 水道部ホームページ開設。

３ 月 ２ 日 ○ 西部浄水場鋼板製東側配水池塗装工事竣工。

４ 月 １ 日 ○ 西部浄水場運転管理業務委託の拡大。

平成１７年度県水承認水量を３４，６１１㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３７，３１３㎥／日。

７ 月 １ 日 ○ 給水開始５０周年をむかえる。

８ 月 １ 日 ○ 「給水開始５０周年記念号　戸田市水道広報みずのめぐみ第１３号」を発

行。

計 画 目 標 年 次

計 画 給 水 人 口

計 画 給 水 量

計 画 給 水 区 域

事 業 費

工 期

６３，８００

５４，２００

４９１

４１７
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１２ 月 １４ 日 ○ 戸田市水道事業中期経営プラン２００５（５ヵ年計画）を策定。

平成 １８ 年 ３ 月 ７ 日 ○ 西部浄水場鋼板製西側配水池塗装工事竣工。

３ 月 ３１ 日 ○ 平成８年度から１０ヵ年計画で実施した石綿管更新事業が完了。

４ 月 １ 日 ○ ３階建専用住宅直結給水を実施。

○ 平成１８年度県水承認水量を３５，２２２㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３７，９２９㎥／日。

平成 １９ 年 ４ 月 １ 日 ○ 給水受付事務委託実施。

○ 平成１９年度県水承認水量を３５，１５８㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３７，８７３㎥／日。

７ 月 ２ 日 ○ 戸田市上下水道事業経営審議会設置準備会議を発足。

１２ 月 １７ 日 ○ 戸田市上下水道事業経営審議会条例を制定。

平成 ２０ 年 ４ 月 １ 日 ○ 平成２０年度県水承認水量を３５，３７２㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３８，０９２㎥／日。

○ 浄水場配水池等耐震診断を実施。

平成 ２１ 年 ３ 月 ２５ 日 ○ 戸田市水道ビジョン策定。

４ 月 １ 日 ○ 平成２１年度県水承認水量を３５，２６３㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３７，９８９㎥／日。

平成 ２２ 年 ４ 月 １ 日 ○ 平成２２年度県水承認水量を３３，７６６㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３４，６８５㎥／日。

６ 月 １ 日 ○ 直結増圧給水方式導入 φ５０…４０世帯 １０Ｆ　φ７５…１５０世帯 １５Ｆ

１２ 月 １ 日 ○ 水道施設整備実施計画策定。

平成 ２３ 年 ４ 月 １ 日 ○ 組織統合により、上下水道部となる（議会議決）。

○ 平成２３年度県水承認水量を３４，４６４㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３４，９０８㎥／日。

８ 月 １２ 日 ○ 西部・中部浄水場監視制御設備更新工事を継続事業により着手。

平成 ２４ 年 ４ 月 １ 日 ○ 平成２４年度県水承認水量を３５，０４４㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３４，８５１㎥／日。

９ 月 ２４ 日 ○ 西部浄水場井水施設更新工事を継続事業により着手。

平成 ２５ 年 １ 月 １ 日 ○ 上下水道部の事務室を市役所本庁舎より新曽南庁舎へ移転。

３ 月 １１ 日 ○ 西部・中部浄水場監視制御設備更新工事が完了。運転開始。

４ 月 １ 日 ○ 平成２５年度県水承認水量を３３，９９９㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３４，１８１㎥／日。

６ 月 ２８ 日 ○ 西部浄水場井水施設更新工事が完了し、７月１日から運用開始。

１２ 月 １６ 日 ○ 消費税法等改正に伴う水道料金、下水道使用料、分担金、加入金改定

（議会議決）。平成２６年４月１日から改定（消費税８％）。

平成 ２６ 年 ３ 月 １７ 日 ○ 第五期拡張事業の計画変更届出。

４ 月 １ 日 ○ 下水道事業法適化により、業務担当が水道業務課に統合され、上下水

道経営課となる（議会議決）。

○ 平成２６年度県水承認水量を３３，２３４㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３４，１４１㎥／日。
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６ 月 ２７ 日 ○ 第五期拡張事業計画変更に伴い条例を一部改正（議会議決）。

【計画の概要】

・ 平成３２年度

・ １３８，３００人

平成 ２７ 年 ３ 月 ３０ 日 ○ 戸田市水道ビジョン2014(改訂版)を策定。

４ 月 １ 日 ○ 平成２７年度県水承認水量を３４，８７２㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３５，５３３㎥／日。

○ 耐用年数の長いGX管を採用。

６ 月 １７ 日 ○ 戸田市水道事業中期経営計画を策定。

平成 ２８ 年 ４ 月 １ 日 ○ 上下水道事業包括委託開始

○ 平成２８年度県水承認水量を３４，９８３㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３５，３７０㎥／日。

平成 ２９ 年 １ 月 １６ 日 ○ 私道内配水管布設工事開始。

２ 月 ２４ 日 ○ 上下水道部公式キャラクター「戸田シズク・ぽたりん」誕生。

○ 西部浄水場電気設備更新及び中央監視装置改良工事着手。

３ 月 ３ 日 ○ 西部浄水場防災倉庫・電気棟更新工事着手。

４ 月 １ 日 ○ 平成２９年度県水承認水量を３５，０８８㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３５，１６０㎥／日。

○ 上下水道料金のクレジットカード収納事務を開始。

１２ 月 １２ 日 ○ 第五期拡張事業第二回変更届出認可。

平成 ３０ 年 ３ 月 １２ 日 ○ 第五期拡張事業計画変更に伴い条例を一部改正（議会議決）。

【計画の概要】

・ 平成３６年度

・ １４５，６００人

４ 月 １ 日 ○ 平成３０年度県水承認水量を３５，２９３㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３５，１８０㎥／日。

平成 ３１ 年 ３ 月 ５ 日 ○ 西部浄水場防災倉庫・電気棟更新工事　引渡し。

３ 月 １８ 日 ○ 西部浄水場電気設備更新及び中央監視装置改良工事　引渡し。

３ 月 ２５ 日 ○ 戸田市布設工事監督者が監督を行う水道の布設工事、布設工事の監督

者及び水道技術管理者の資格を定める条例を一部改正（議会議決）。

○ 消費税法等改正に伴う水道料金、分担金、加入金改定（議会議決）。

令和元年１０月１日から改定（消費税１０％）。

４ 月 １ 日 ○ 平成３１年度県水承認水量を３５，３８６㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３５，３５９㎥／日。

○ 戸田市水道事業中期経営計画（平成３１年度～平成３７年度）を

策定。

令和 元 年 ９ 月 ２６ 日 ○ 水道法改正に伴い、給水条例を一部改正（議会議決）。

令和 ２ 年 ４ 月 １ 日 ○ 令和２年度県水承認水量を３５，４６０㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３５，５６３㎥／日。

計 画 目 標 年 次

計 画 目 標 年 次

計 画 給 水 人 口

計 画 給 水 人 口
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６ 月

令和 ３ 年 ４ 月

令和 ４ 年 ４ 月

７月

令和 ５ 年 ４ 月

１  日  ○  新型コロナウイルス感染症緊急生活支援対策として、水道料金の

  基本料金　４か月分の減免を実施(議会議決)。

１  日  ○  水安全部に組織改正[総務課、水道施設課、下水道施設課、河川課]

  (議会議決)。

○ 令和３年度県水承認水量を３６，９１５㎥／日とする。

夏期（７～９月）は、３６，７２２㎥／日。

１  日  ○  令和４年度県水承認水量を３６，０１８㎥／日とする。

  夏期（７～９月）は、３５，９１１．５㎥／日。

１日  ○  原油価格・物価高騰に対する緊急支援策として、水道料金の

  基本料金　４か月分の減免を実施(議会議決)。

１  日  ○  令和５年度県水承認水量を３４，９５２．７㎥／日とする。

  夏期（７～９月）は、３４，６６３．４㎥／日。

- 13 -


	1水道結合ファイル1
	03 P1～113事業のあゆみ【総務】
	事業のあゆみ



